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交通課

乗るなら、飲むな！！

飲酒運転の罰則
・酒酔い運転･･･

飲んだら、乗るな！

飲酒運転、絶対ダメ！！！

5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・酒気帯び運転･･･３年以下の拘禁刑または５0万円以下の罰金

さらに

免許の停止 または免許の取り消し

酒を飲んでいなくても処罰される場合も
・車両提供罪･･･飲酒運転する者に車両等を提供してはならない。

5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

３年以下の拘禁刑または５0万円以下の罰金
もしくは

・酒類提供罪･･･運転するおそれのある者に酒を提供してはならない。

・同乗罪･･･飲酒運転の車に同乗してはならない。

３年以下の拘禁刑または５０万円以下の罰金

２年以下の拘禁刑または３0万円以下の罰金
もしくは

３年以下の拘禁刑または５０万円以下の罰金

２年以下の拘禁刑または３0万円以下の罰金
もしくは

＊飲酒運転した者の状況によって罰則が変わります
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